
別府市水道局告示第１１号 

 

 別府市水道料金等徴収業務委託について、公募型プロポーザル方式により受注

者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

平成３０年１０月２２日 

 

                  別府市 

                  別府市水道企業管理者 中野 義幸 

 

１ 業務の目的  

  別府市水道料金等徴収業務において、円滑な水道料金等の徴収業務を行い、

水道事業経営の健全化を図ることを目的とする。  

 

２ 業務の概要  

 ⑴ 業務名 

   別府市水道料金等徴収業務委託 

 ⑵ 業務の内容 

   別府市水道料金等徴収業務委託公募型プロポーザル方式の募集要領の１ 

委託業務概要による。 

 ⑶ 委託期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとする。 

   なお、契約締結日から業務委託開始日までの期間は、準備期間とする。 

 ⑷ 委託料上限額 

   委託料の上限額は、３０４，７５０，０００円（消費税及び地方消費税に相当する

金額を除く。）とする。 

 

３ その他  

  参加資格など本件公募型プロポーザルの詳細については、別府市水道料金等

徴収業務委託公募型プロポーザル方式の募集要領、別府市水道料金等徴収業務

委託仕様書及び別府市水道料金等徴収業務委託公募型プロポーザル方式による

事業者選定基準による。 

 

 


